
冬季の転倒災害に注意！！ 
 

 
  

この季節、積雪や路面凍結時における、交通事故や転倒による通勤災害や

業務上災害が毎年多数発生しています。 

 路面の凍結や積雪の恐れがある日は自家用車や自転車、バイク等での移動

は避け、公共交通機関を利用しましょう。また、ヒールの高い靴や革靴は転倒の

恐れがあります。なるべく滑りにくい履物でお出かけ下さい。 
 
災害例 

 
 

  

 
        

             

       

             

２．徒歩で取引先訪問のため、歩道橋を

渡る際、積もった雪で足を滑らせて階段

から転落、肩と腰の骨を骨折した。 

１．自転車を利用しての出勤途上、路面が凍

結していて転倒、足の骨を骨折した。 

大阪労働局では、 

令和６年「冬季死亡災害防止強化期間」 
を実施中です。 

詳細は、こちらの 2次元コードから ⇒  

労災に関するご相談は 

〒567-8530 

茨木市上中条 2-5-7 

茨木労働基準監督署 労災課 

電話 072－604－5310 


